
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 令和 8年（2026年）にアジア競技大会が愛知・名古屋で開催されます。 

 このアジア競技大会に向け、名古屋から世界へ羽ばたく子どもたちを育成 

するため、公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会では、市民の皆様よりご

支援をいただく「なごやジュニアアスリート応援基金」を創設しました。 

 ぜひ皆様のサポートにより、ここ名古屋から世界の舞台で活躍するアスリ

ートを育てましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～目指せ！2026年アジア競技大会～ 

みんなで育てよう！ 

 

 

 

 
皆様のご支援 

よろしくお願いします！ 



 

１ 寄附金額 

1口 1,000円～  ※何口でも申し込みができます。 

 

 

２ 使 途 

〇寄附金は、アジア競技大会への出場を目指す、名古屋のジュニアアスリート

（小・中・高・大学生）の育成にかかる経費に充当します。（1人年 20万円上限。） 

〇経費としては、アスリートのコーチ代や用具代、遠征費などを予定しています。 

 〇皆様からいただいた寄附金が活用された、アスリートのメッセージや試合、 

練習の様子などの活動状況は、動画などで当協会ホームページにて順次、お知ら

せしていきますので、ぜひご覧ください。 

また、アスリートに関して新たな情報があった場合は、月 2回程度配信する、

当協会メールマガジン（無料、ただし、通信料金を除く。）にて、協会のほかの

情報と合わせてお知らせいたしますので、配信を希望される方は、別紙「なごや

ジュニアアスリート応援基金寄附申込書」により申し込みください。 

 なお、支援するアスリートは、毎年、別途公募し、当協会アスリート選考委員 

会において選定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 申込方法 

  別紙「なごやジュニアアスリート応援基金寄附申込書」をメール、FAX、郵送 

等により下記送付先までご送付いただくとともに、当協会が指定する下記口座 

にお振込みをお願いします。その場合、誠に恐れ入りますが、振込手数料はご負 

担をお願いします。「寄附申込書」は、当協会ホームページ（応援基金ページ）

(https://www.nespa.or.jp/sports/donation/)からダウンロードができますの

で、ご活用ください。 

なお、寄附金には、税制上の優遇措置があります。 

詳しくは、裏面をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他 

  寄附をいただいた方のご氏名を当協会ホームページに 

掲載させていただく予定です。寄附申込書に掲載の可否 

を記入する欄がございますので、掲載を希望されない方 

はその旨、ご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

◆申込書の送付先 

 〒457-0833  名古屋市南区東又兵ヱ町 5丁目 1-16 

    公益財団法人 名古屋市教育スポーツ協会 総務課 

   ℡052-614-7502  Fax052-614-7525 

      E-mail nja@nespa.or.jp 

◆寄附金の振込先 

 名古屋銀行 大江支店 普通 口座番号 3518298 

 口座名義人 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会  理事長 河野和彦 

       ｻﾞｲ)ﾅｺﾞﾔｼｷｮｳｲｸｽﾎﾟｰﾂｷｮｳｶｲ ﾘｼﾞﾁｮｳ ｺｳﾉｶｽﾞﾋｺ   

 

 

 

応援基金ページ QR コード 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【寄附にかかる税制優遇措置】 

〇所得税（所得控除） 

  （所得控除額）＝（寄附額※）－2,000円 

  ※総所得金額等の 40％が限度 

〇住民税（税額控除） 

 〈愛知県民税〉 

  （税額控除額）＝{(寄附額※)－2,000円}×4％(政令市は 2％) 

 〈名古屋市民税〉 

  （税額控除額）＝{(寄附額※)－2,000円}×6％(政令市は 3％) 

   ※総所得金額等の 30％が限度 

  

 ★協会に対する寄附金は、愛知県及び名古屋市の条例指定対象寄附金です。 

 ★税控除の適用を受けるためには確定申告が必要です。 

  寄附金の振込を確認後、後日送付する寄附金受領証明書を添付して、管轄 

の税務署に確定申告書を提出してください。 

  ★名古屋市以外にお住いの方は、条例の指定については、各自治体によって 

  異なりますので、お住いの市町村へお問い合わせください。 

 ★法人の場合は、所得金額や資本金額等から算出される一定額を限度として 

  損金算入が可能です。  

公益財団法人 

      名古屋市教育スポーツ協会 
〒457-0833  名古屋市南区東又兵ヱ町 5 丁目 1-16 

       ℡052-614-7502  Fax052-614-7525 

【応援基金ホームページ】https://www.nespa.or.jp/sports/donation/ 

 

応援基金ページ QR コード 


